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　洪水や土砂災害は、ひとたび発生すると

人命にかかわる重大な災害を引き起こしま

す。東日本の広い範囲における記録的な大

雨により大河川を含む多数の河川氾濫等に

よる被害を発生させた令和元年東日本台風

や、西日本から東日本の広範囲にわたり長

期間の大雨により、球磨川（熊本県）など

の河川氾濫や土砂災害による被害を発生さ

せた令和２年７月豪雨など、近年、気象災

害は頻発・激甚化しています。

　現在、市区町村の防災対応や住民等の避

難に資するよう国や都道府県が洪水や土砂

災害の予報を提供しています。一方で、近

年の特徴として、頻発・激甚化する災害を

受けて、より局所的・短時間の予報へのニー

ズ、民間企業における事業継続のためのよ

り広範囲・長時間の予報へのニーズが出て

きたりするなど、洪水や土砂災害の予報へ

のニーズが多様化してきています。また、

ニーズの多様化を背景として、研究機関や

民間気象事業者において洪水や土砂災害の

予測に関する様々な研究や新たな技術開発

が進展してきています。

　これら新たな技術も積極的に活用し、洪

水及び土砂災害に対する的確な防災対応や

避難の促進や、多様化するニーズへの対応

のため、有識者からなる「洪水及び土砂災

害の予報のあり方に関する検討会」を令和

３年１月から８月まで４回開催し、洪水及

び土砂災害の予報のあり方についてご検討

いただきました。

　本稿では、令和３年 10 月５日に公表した

検討会の報告書について解説します。

　現在、国や都道府県による洪水や土砂災

害の予報は、住民の避難行動に資する確度

の高い情報を提供するため、空間的には市

区町村や河川単位程度、時間的には数時間

程度のスケールで提供されています。本検

討会では、このような予報の現状を踏まえ

ながら、洪水や土砂災害の予報に関するニー

ズや、研究機関や民間気象事業者等の最新

の予測技術を把握するためにヒアリングを

実施しました。市区町村へのヒアリングで

は、市区町村内の個々の地区の避難判断に

資するためのより詳細な地域を考慮した予

報や、日没や激しい雨により避難が困難に

なる前の避難情報の発令判断に資するため

のより長時間先の予報へのニーズがありま

した。また、洪水や土砂災害の予報の提供

について、命を守る避難に直結する情報は

公的機関の情報が基本であるという意見や、

複数の発信元からの異なる予報が提供され

た場合は住民の混乱や問合せの殺到を懸念

するという意見が多くありました。民間企

業等へのヒアリングでは、事業所や工場、

施設等の所在地における防災対応や事業継

続計画に対応した予報へのニーズがありま

した。

　これらの意見やニーズを踏まえて、報告

書では、洪水や土砂災害の予報に対する多

様なニーズに対応するためには、市区町村

からの防災上の懸念も踏まえつつ、社会に

対し予報が適切かつニーズに沿った形で提
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町村の防災対応や住民等の避難に資する役

割を引き続き担っていくため、新たな技術

も取り入れつつ洪水及び土砂災害の予報の

継続的な高度化を進めていくべきとされ、

それに向けた具体的な取組が示されました。

　洪水予報の高度化に向けた具体的な取組

として、国や都道府県の水位観測網や河道

等の情報を一体的に取り扱い予測する、水

系・流域が一体となった洪水予測（図２）

について、一級水系では国が中心となって

実現に取り組むべきとされました。また、

二級水系では都道府県が中心となり同様の

洪水予測の実現に取り組ことが望ましいと

しながらも、国が必要に応じ、技術開発や

都道府県の支援を行うべきとされました。

この水系・流域が一体となった洪水予測の

実現により、国・都道府県それぞれの管理

河川での精度向上、予測時間の延長、提供

供されるよう次のように官と民が役割分担

をしていくことの必要性が示されました（図

１）。

・ 国等は、新たな技術を活用して予報の更

なる高度化を進めつつ、市区町村の防災

対応や住民の避難のための予報につい

て、単一の発信元からの責任と一貫性を

有する提供（いわゆるシングルボイス）

を行う。

・ 研究機関や民間気象事業者等は、防災上

の考慮をしたうえでの多様なニーズに応

える予報を提供するとともに、新たな技

術の研究開発を進める。

　国等は、広く一般に対する防災情報とし

て洪水及び土砂災害の予報を提供し、市区

13

３　国等による洪水及び土砂災害の
　　予報のあり方

図１　社会の適切な防災行動や多様なニーズへの対応に向けた予報のあり方



114

河川の拡大が期待できま

す。また、洪水予測の高

度化に向けて、入力とな

る降水予測についても更

なる高度化を推進してい

く必要があります。さら

に、予測の基盤となる観

測の充実や受け手にわか

りやすく「伝わる」ため

の情報提供、技術開発に

関する国と研究機関、民

間気象事業者等の連携推

進などの取組を進めてい

くことが示されました。

　土砂災害の予報の高度

化に向けた具体的な取組

として、土砂災害警戒情

報等について、災害事例や地域の降雨特性、

気候変動等による降雨特性や災害特性の変

化を踏まえた検証や発表基準の改善等の精

度向上の取組を進めていくことや、新たな

研究・開発状況を踏まえ、研究機関等と連

携して有効性の確認・技術導入に向けた検

討などを進めていくことが示されました。

　これらの洪水及び土砂災害の予報の高度

化に向けた具体的な取組に加え、国等は自

らの技術開発を継続的に推進していくとと

もに、今後も新たな研究や技術開発が期待

される研究機関等と互いに連携して技術を

高めていくことが重要です。このため、国

等における研究機関等の多様な予測技術の

活用に向けた評価・社会実装体制の強化や、

研究機関等における研究や技術開発の更な

る推進に向けた国等が保有するデータの提

供を進めていくべきと示されました。

　気象業務法では、科学的な根拠に基づか

ない予報によって国民や企業が適切な行動

をとるための判断に影響が生じないよう予

報業務の許可制度が設けられています。許

可対象の現象は、社会の技術の進展に応じ

て順次拡充し、現在は気象、波浪、高潮、

地震動、津波、火山現象について許可を行っ

ています。一方で、洪水及び土砂災害の予

報は、防災との関連が強いことに加えて、

気象現象の予測だけでなく、インフラの整

備・運用状況等によって影響を受けるため、

民間気象事業者等が技術的に的確な予測を

行うことが困難であるとされてきており、

これまで予報業務許可は実施されておりま

せんでした。

　民間気象事業者等において、防災上を考

慮したうえでの多様なニーズに応える予報

を提供していくためには、民間気象事業者

等による予報が、市区町村からの防災対応

への懸念に配慮した上で、技術的水準を確

保し利用者の多様なニーズに寄与できるよ

う、国は予報の許可に係る条件や技術上の

水準を定める必要があります。報告書では、

技術水準を保つために、予報に利用する降

水予測の技術的担保に加え、水文学・水理学・

砂防学の観点も含めて技術的な水準を担保

しうる基準を定めて審査できるような制度

図２　水系・流域が一体となった洪水予測
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災害の予報の提供に向けた制度の構築」「研

究者や民間気象事業者等における技術開発

や予報業務を推進する環境整備」の取組を

進めていくことが示されました（図３）。

　報告書の提言を受けまして、気象庁と水

管理・国土保全局は、大学や研究機関と連

携し予報の高度化を図るとともに、民間事

業者による洪水や土砂災害の予報業務許可

に向けた制度の設計を進め、官と民の連携

による、安心・安全な社会の構築に努めて

まいります。

の構築が求められました。

　また、研究者や民間気象事業者等による

予報の実施や研究開発の促進のため、国等

は河川の水位等のデータ提供を進めていく

べきで、提供にあたっては、効率的・安定

的に提供することが必要といった留意点に

ついても示されました。

　洪水及び土砂災害に関する予報について

は、官及び民の持てる力を最大限に活用す

ることで、社会の防災対応や事業継続によ

り貢献していくことが重要です。報告書で

は、前述の国等による予報や民間による予

報のあり方を踏まえ、提言として、「国等に

よる水系・流域が一体となった洪水予測の

実施」「国等による土砂災害警戒情報などの

更なる精度向上」「民間による洪水及び土砂

■洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会■

６　おわりに

５　提　言

図３　「洪水や土砂災害の予報のあり方に関する検討会」報告書の提言




